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島根原子力発電所原子炉施設保安規定の変更について（平成１９年１２月） 
 

 
 
 平成１９年９月２８日及び平成１９年１１月３０日付で経済産業大臣に申

請を行っておりました標記保安規定の変更について，平成１９年１２月１３日

に認可されましたので，島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する

協定第８条第１項（９）に基づきご連絡いたします。 
 なお，この原子炉施設保安規定の施行は平成１９年１２月１４日です。 
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